
 

○旭市審議会等の会議の公開に関する要綱  

平成１７年７月１日  

告示第４号  

（目的）  

第１条  この要綱は、審議会等の会議の公開に関し必要な事項を定め、

審議会等の会議のより公正な運営及び透明性の向上を図ることにより、

もって開かれた市政の実現に資することを目的とする。  

（審議会等）  

第２条  この要綱において「審議会等」とは、実施機関（旭市情報公開

条例（平成１７年旭市条例第１４号。以下「条例」という。）第２条

第１号に掲げる機関をいう。）に設置された審議会、協議会等をいう。  

（会議の公開の原則）  

第３条  審議会等の会議は、これを公開するものとする。ただし、次の

各号に掲げる場合は、この限りでない。  

（１）  法令等に特別の定めがある場合  

（２）  会議において、条例第１２条各号に掲げる不開示情報に該当

すると認められる事項を取り扱う場合  

（３）  会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が阻害

されると認められるときで、審議会等が会議を公開しないことを決

定した場合  

（会議開催の事前公表）  

第４条  審議会等は、公開する会議を開催する場合は、会議開催予定日

の１週間前までに次の各号に掲げる事項について公表するものとする。

ただし、緊急に会議を開催する必要が生じた場合は、この限りでない。  

（１）  会議の名称  

（２）  会議の開催日時  

（３）  会議の開催場所  

（４）  議題  

（５）  傍聴人の定員  

（６）  前各号に掲げるもののほか、審議会等が必要と認める事項  

（会議の公開の方法）  

第５条  審議会等の会議の公開の方法は、会場内に傍聴席を設け、会議



 

の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものと

する。  

２  傍聴を希望する者が定員を超える場合は、先着順により傍聴人を決

定するものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選等

他の方法により傍聴人を決定することができる。  

３  審議会等は、会議を公開する際、旭市傍聴要領（別記様式）を傍聴

人に配付すること等により、会議が公正かつ円滑に行われるよう会場

内の秩序維持に努めるものとする。  

（会議資料の提供）  

第６条  審議会等は、会議を公開する場合、当該会議に付する会議次第

及び会議資料を傍聴人に配付するよう努めなければならない。  

（会議結果等の公開）  

第７条  公開した審議会等の会議結果は、条例に基づき原則公開とし、

会議終了後、速やかにこれを一般の閲覧に供するものとする。  

附  則  

この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。  
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別記様式（第５条関係）  

 


